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1

上記日程で開催した各部会のご意見を踏まえ、修正
した計画骨子案の内容を説明いたします。

１ ふり返り

貧困対策検討部会

子ども施策検討部会

若者施策検討部会

７月12日（金）

７月19日（金）

７月23日（火）

※ 反映したものを抜粋、全ての内容は別添参照
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２ 各部会からのご意見への対応（子ども部会）

１

計画の基本理念
子どもの目線に立った施策の推進を通じて、子ども一人ひとりが自分らしく、
幸せに暮らせる社会を実現し、未来を担う人材を社会全体で育む。
（ｐ.7、ｐ.22）

「未来を担う人材を社会全体で育む」の表現について、有能
な人材を育てるような表現に見えてしまう。
未来を担うことができないと思っているような子どもが見た
ときに複雑な気持ちにならないよう、誤解を生まない表現に
してもらいたい。

対応
「子ども・若者の目線に立った施策の推進を通じて、子ども・若者
一人ひとりが自分らしく、幸せに暮らせる社会を実現し、その望み
と願いを尊重しながら社会全体で育む」としました。
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３ 各部会からのご意見への対応（子ども部会）

２
計画の基本理念
子どもの目線に立った施策の推進を通じて、子ども一人ひとりが自分らしく、
幸せに暮らせる社会を実現し、未来を担う人材を社会全体で育む。（ｐ.23
）

「子ども一人ひとりが自分らしく、幸せに暮らせる社会」は
素晴らしいと思うが、過去に社会的養護を受けた当時の自
分がこの文章を見ても、この中の子どもに自身が含まれる
とは考えなかったと思う。
目指す社会の前に、そもそも子どもの存在を大事に思って
いることを表現してもらえれば、そのような疎外感は生まれ
ないと感じた。

対応
基本理念の解説の中に、「すべての子どもは生まれながらにして
権利の主体であり、その権利が尊重され」と追記しました。
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４ 各部会からのご意見への対応（子ども部会、若者部会）

３
施策体系図

ライフステージを通した重要事項から始まる順番について（ｐ.25）

子どもの社会参画、意見反映が前面に出てくる方が、子ど
もが権利の主体であることがより鮮明になるのではないか。

対応

○ こども大綱上、意見表明については「こども施策を推進する
ために必要な事項」包含されてしまっていますが、重要である
ことを踏まえ、施策体系図上は外出ししていました。
○ 該当箇所は施策体系図において、先頭に配置しました。

子どもの意見表明は主要施策から外れているが、重要なこ
となので位置付けを検討されたい。
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５ 各部会からのご意見への対応（若者部会）

４ 子ども・若者・子育ての状況
計画策定の趣旨（ｐ.2）

策定の趣旨の中で、「未来を担う」という言葉や、子どもの
ウェルビーイングが最初に記載されていないことが気になる。
少子化のために子どもを産む訳ではないので、子どもの権
利が前面に出るようにして欲しい。

対応

○ 「○ 子ども・若者は地域の一員であるとともに、みらいの社
会を担う重要な存在です。」の文章は削除しました。
○ 子どものウェルビーイングに関する記載の順番を５番目から２
番目に繰り上げるとともに、「子どもは生まれながらにして権利
を持つ主体であり」の文章を追記しました。

○ また、「本県の子ども・若者・子育ての状況」において、 「子
ども・若者の状況」を１番目とし、「少子化の状況」については、
参考図表へ掲載することとしました。（p.8、p.41）
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６ 各部会からのご意見への対応（若者部会）

５ 子ども・若者・子育ての状況
図表16 医療的ケア児（ｐ.12）

計画策定の趣旨に「医療的ケア児の状況はより深刻になっ
ている」との記載があるが、図表16では医療的ケア児は減
少しているので、文章と乖離があるように感じる。

対応

○ 当該図表は県内の主な小児科病院で入院中のケア児数の推
移を示しているものになり、在宅医療のケア児は含まれないため、
医療的ケア児童が減少しているかのように見えてしまっていま
す。
○ 数が減少していても顕在化している課題であることには変わ
りはありませんが、当該表は誤解を招く表のため、削除しました。
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７ 各部会からのご意見への対応（若者部会）

６
基本方針
父母その他の保護者が子育ての責任を果たしやすいよう、家庭その他の場
における生活を尊重しながら、子育てに関する負担の軽減及び不安の解消
を図ること（ｐ.22）

子育てがつらそうな表記に見えてしまうので、子育てに夢
や希望が持てるような表現を加えてはどうか。
子育てがつらいだけだと、生まれてきた子どもが申し訳なく
思ってしまうのでは。

対応

「父母その他の保護者が子育ての責任を果たししやすいよう、家
庭その他の場における生活を尊重しながら、子育てに関する負担
の軽減及び不安を解消し、喜びを実感できるようにすること」とし
ました。
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８ 各部会からのご意見への対応（若者部会）

７ その他
表記の統一（表紙、ｐ.4、ｐ.7、ｐ.24）

プランなのか計画なのか、表記ゆれがあるので統一して欲し
い。

対応 「計画」で表記を統一しました。
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９ その他修正箇所

○ 関連計画

「かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画」を追加（ｐ.3、ｐ.4）

○ 基本理念の説明
「子どもは、社会の希望であり、未来の宝です。」
「若者は、自立して大人となり、社会の一員として活躍することが期待され
るかけがえのない存在です。」
「未来を担う人材を社会全体で育む」を削除したことから、上記文章を削除
（ｐ.23）

○ 図表追加
図表４：社会的養護を必要とする子どもの数の推移（神奈川県）に障害児
の内数を追記（ｐ.9）

図表12：障害児入所施設入所者数を追加（ｐ.12）


